
布勢こども祭り(2025・春) 

布勢フリーマーケット出店要項 

 

１ 主 催  

ヤマタスポーツパーク（鳥取県立布勢総合運動公園） 

 

２ 期 日  

令和７年５月４日（日）みどりの日 

 

３ 時 間  

（受付） ９：１５～１０：００ 

 （開催）１０：００～１５：００ （１５：３０会場より完全撤収） 

 

４ 場 所  

（受付）親水広場付近（別紙 駐車場案内図参照） 

 （開催）親水広場（別紙 駐車場案内図参照） 

 

５ 定 数  

４０ブース（１出店者複数ブース希望可） 

 

６ ブース規格 

  １ブース １．８ｍ×１．８ｍ（３．２４㎡） 

  ※当園の無料レンタルシート（番号貼付）の使用していただきます。 

 

７ 出店料 

  １ブース５００円（当日、受付にて徴収します） 

 

８ 出店条件 

   申込書内にある誓約書へ同意し、別紙「出店に伴う注意・禁止事項」を遵守することを条

件とします。 

   

９ 申込方法 

  ・所定の「フリーマーケット出店申込書」に必要事項を記入し、①持参、②メール、③FAXの

いずれかの方法により、布勢総合運動公園までご提出ください。 

申込書は、陸上競技場及び県民体育館受付窓口で配布のほか、当園ホームページからダウン

ロードすることができます。 

 

① 持 参 その場で受理し申込完了 

② メール 送信後３日以内に、当園からの受理連絡（電話連絡）をもって申込完了 

③ F A X             〃 

    ※当園より受理連絡がない場合には、お手数ですがお電話にてご確認いただきますよう

お願いいたします。 

 

 ・申し込みは先着順とし、定数の４０ブースを超える場合には、複数ブース出店希望があって

も受け付けできません。 

・出店場所は職員が割り振りさせていただきます。なお、複数ブースは、可能な限り店舗が隣

接するよう調整します。 

 

 

 



１０ 申込期間 

   令和７年４月４日（金）９：００ から 令和７年５月１日（木）１２：００まで 

 

１１ 出店の取り消し 

  出店の取り消しはできる限り早期に連絡をお願いいたします。当日の受付終了後の取り消し

は、いかなる理由でも返金はできません。 

 

１2 その他 

 ・悪天候の場合等、やむを得ず開催を中止する場合は、当日の午前８時３０分に判断し、当園ホ

ームページに掲載します。（個別の連絡は行いません） 

 ・当日の出店ブースの追加はできません。 

 ・開催日は、園内施設で大会が多数開催されるため駐車場の混雑が予想されます。 

 

１3 お問い合わせ先 

〒６８０－０９４４ 鳥取市布勢１４６－１ 

ヤマタスポーツパーク（鳥取県立布勢総合運動公園） 

担当：髙橋 

電話：０８５７－３１－６９１１  ファクシミリ：０８５７－３１－６９１２ 

メールアドレス：kenmintaikukan@triton.ocn.ne.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別紙）出店に伴う注意・禁止事項 

 

１ 当園無料レンタルシートを必ず使用し、シートの範囲内で販売を行ってください。また、テ

ント等を利用されることは可能ですが、シートの範囲内でお願いいたします。 

 

２ サービスの提供（マッサージ等）を希望する場合は、必ず事前に当園までご確認ください。

※資格を要するものなどは認められない場合があります。 

 

３ 駐車場内において、車両を駐車区画外に停めることや、車両通路の中央を歩くなど、他の利

用者の迷惑となる行為はおやめください。 

 

４ 搬入用の台車を用意しておりますので、受付が終わった方からご利用ください。 

なお、数に限りがありますので譲り合ってご利用ください。 

 

５ 出店料の支払いには、可能な限りお釣りが出ないようご協力をお願いいたします。 

また、販売に関わるお釣り等のための両替はできませんので、予めご準備ください。 

 

６ 15：00には販売を終了し随時撤収してください。なお 15：30を完全撤収としますので、間に

合うように作業を進めてください。撤収後、ブルーシートは堆肥の無料配布受付までご持参

ください。 

※途中退去される場合は、必ず事前に県民体育館事務所までご連絡ください。 

 

７ 喫煙は、定められた喫煙所をご利用ください。 

 

８ ゴミ等は各自でお持ち帰りください。 

 

９ 出店者と購入者の間に起きたトラブル等は、当園では一切責任を負いません。 

 

１０ 禁止・注意事項をお守りいただけない場合や、公の秩序を乱す行為等があった場合は、直

ちに販売中止と退去を要請します。 

 

 

【禁止事項】 

 

１ 発電機の使用、火気の使用 

 

２ 以下のものは販売を禁止します。 

○法律上販売できないもの（酒・たばこ） ○教育上好ましくないと考えられるもの 

○危険物（刃物・ガス類等） ○違法コピー品等 

○生き物 ○金券類 

○飲食物 ○その他当園が不適切と判断したもの 

 （例 くじ、ヨーヨー釣りなど） 

 

３ 楽器の演奏や歌を歌うなどのパフォーマンス出店 

 

４ 拡声器や大きな音を使用した宣伝行為等 

 

５ 出店場所の変更・追加 

 


